
第５３号議案 

平成２５年度 中間市一般会計補正予算（第３号） 

 平成２５年度中間市の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５８，８００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１６，８４９，４１９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「 第１表歳入歳出予算補正 」

による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

  平成２５年１２月３日提出 

中間市長  松下 俊男   
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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 補 正

（追 加） 単位：千円

事    項 期    間 限    度    額

例規システム賃借料
自 平成２５年度

至 平成３０年度
 １１，０８５
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（追加） 単位：千円

起　債　の　目　的

東中間二丁目地内道路改良事業

計

（変更） 単位：千円

起　債　の　目　的 限 度 額 利 率 限 度 額
起債の
方　法

利 率
償還の
方　法

仮 家 大 膳 橋 線 街 路 事 業 27,500 30,000 証書貸借

街 並 み 整 備 事 業 33,300 38,200 又 は

校区まちづくり協議会拠点整備事業 2,400 0 証券発行

計 833,388 838,388計

証書貸借 ５.０％
以内。た
だし、利
率見直し
方式で借
り入れる
公的資金
につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率。

借入先の
定める条
件による
ものとす
る。ただ
し、据置
期間及び
償還期限
を短縮
し、若し
くは繰上
げ償還又
は低利に
借換えす
ることが
できる。

仮 家 大 膳 橋 線 街 路 事 業 ５.０％
以内。た
だし、利
率見直し
方式で借
り入れる
公的資金
につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率。

借入先の
定める条
件による
ものとす
る。ただ
し、据置
期間及び
償還期限
を短縮
し、若し
くは繰上
げ償還又
は低利に
借換えす
ることが
できる。

又 は 街 並 み 整 備 事 業

証券発行 校区まちづくり協議会拠点整備事業

1,400

補 正 前 補 正 後

起債の
方　法

償還の
方　法

起　債　の　目　的

又 は

証 券 発 行

第　３　表　　　地　　方　　債　　補　　正

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

1,400 証 書 貸 借 ５.０％以内。ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる公的資
金について、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の利率。

借入先の定める条件によるものとする。ただし、据置期間及び償還
期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることがで
きる。

- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

( 23 )
298

( 28 )
300

( △5 )
△2

（　　）は再任用職員の人数

管 理 職
手 当

補正後 24,095 13,075
補正前 23,185 12,765
比 較 910 310

手 当
413,124

夜間勤務
手 当

345,578

△5,400

407,008

△400

△17,940

手 当

10
19,970

3,862

手　　　当

（単位：千円）

△3,900

△17,535

21,204

△21,500
19,970

宿 日 直

100

時間外勤務

△200

　　（１）　　　総 括

△59,550

指定勤務
手    当

通勤手当

職 員 手 当

職員手当 扶養手当

434,624

管理職員特
別勤務手当

611,459

住居手当

△77,085

期 末 勤 勉

2,575,651

10010

△800

△95,025

△1,000

△6,100

48,721

休日勤務

3,862
手 当

△4,600

181,539

55,553 1,810

１．　　特 別 職

2

19

948

区 分 職 員 数

(人）

補正後

長等

計

計給 料
期 末 手 当
年間支給率 

(月分）

(2.95月分)

82,728

(2.95月分)

(2.95月分)

14,164

議員

46,009 7,040

△3,500
△1,100

給 与 費

18,058

103,328
20,600

54,753

3,894

1,704

25,104969

19

948 46,009

82,728

△400

1,211,606

補 正 後

128,737

128,737

2,104

議員

6,355

965

23,814
6,355 22,849 48,721

給 与 費 明 細 書

△500

1,610

報 酬

計

969

長等

1,780

2

職員数(人）

２．　　一 般 職

比 較

補正前

比　較

の 内 訳
39,018
40,798

区 分

区 分

補 正 前

長等

計

議員

17,664 22,658

△700

計

1,152,056

(2.95月分)

27,698

(2.95月分)
103,328

4,994

47,580

52,540

3,850
(2.95月分)

20,600

3,350

176,13926,198

2,480,626

53,240

共 済 費給 与 費
給 料

7,440

327,638

退職手当組合負担金

1,823,065 407,008

1,745,980

△1,500

593,924

150,908

56,363

228,679

47,580

26,508

合 計

150,908

（単位：千円）

共 済 費

（単位：千円）

合 計

△5,100

57,363

234,779

21,408
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区 分 説 明

給 料 △ 59,550 そ の 他 の 増 減 △ 59,550

職員手当 △ 17,535 そ の 他 の 増 減 △ 17,535
人事異動に伴う減

額

（２）　職員手当の増減額の明細

増 減 事 由 別 内 訳増 減 額

（単位：千円）

人事異動及び給料
削減措置に伴う減

額

備 考
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職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

20 8.6 4 7.9

(22) (100.0) (1) (100.0)

36 15.4 9 17.6

60 25.6 4 30.8 24 47.1

62 26.5 4 30.8 9 17.6

28 12.0 4 30.8

23 9.8 1 7.6 4 7.8

5 2.1 1 2.0

(22) (100.0) (0) (0.0) (1) (100.0)

234 100.0 13 100.0 51 100.0

17 7.3 3 6.0

(27) (100.0) (1) (100.0)

30 12.7 8 16.0

61 25.7 4 30.8 24 48.0

65 27.4 4 30.8 9 18.0

35 14.8 5 38.4 1 2.0

24 10.1 4 8.0

5 2.1 1 2.0

(27) (100.0) (0) (0.0) (1) (100.0)

237 100.1 13 100.0 50 100.0

【級別の標準的な職務内容】

課長補佐

参事補 主査

主査幹

次長

課長 課長補佐 主査

主幹

（３）給料及び職員手当の状況

　ア．職員１人当たり給与 　ウ．級　別　職　員　数

（単位：人、％）

区　　　　　　　　分 一般行政職 技能労務職 消　防　職 区　　　分 級
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 消 防 職

平均給料月額
（円）

289,666 322,082 273,565
１級

平成25年11月1日 ２級

平均給与月額
（円）

314,587 336,520 361,424
現　　　　 在 平成25年11月1日 ３級

平均年齢
（歳）

43.5 47.9 37.4
現　　　　 在 ４級

５級

平均給料月額
（円）

328,740 355,925 304,282
６級

平成25年1月1日

平均給与月額
（円）

367,572 373,680 451,819
７級

現　　　　 在

計

平均年齢
（歳）

42.5 47.0 37.5
１級

２級

　イ．初　　任　　給
平成25年1月1日 ３級

（単位：円）

区　　　　　分 一般行政職 技能労務職 消防職 現　　　　 在 ４級

高　　校　　卒 144,500 144,500 155,700
５級

６級

大　　学　　卒 172,200 172,200 185,800

左以外の職員

７級

計

　（　　）は再任用職員の人数、構成比

区　　　分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２・１級

一 般 行 政 職
部長
参事

課長
主幹

係長
主査

左以外の職員

消 防 職
消防長
参事

係長
主査

左以外の職員

技 能 労 務 職 主査幹
係長
主査

主査
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20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の者 最 高 限 度 その他の 退職時
（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等 特別昇給

　エ．期末手当・勤勉手当

区　　　　　分 支給率計（月分）
職制上の段階職務の

６月（月分） １２月（月分） 級等による加算措置

補　　正　　後 (0.975) (1.125) (2.10)
有

1.90 2.05 3.95

補　　正　　前 (0.975) (1.125) (2.10)
有

1.90 2.05 3.95

国　の　制　度 (0.975) (1.125) (2.10)
有

1.90 2.05 3.95
　（　　）は再任用職員の月分

　オ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　　　　分

支　給　率　等 30.550 41.340 59.280 59.280 制度なし 制度なし

国　の　制　度
30.550 41.340 59.280 59.280 制度なし 制度なし

（ 支 給 率 等 ）

国 中　　間　　市

　カ．指定勤務手当

区　　　　　分 全　　職　　種

給与総額に対する比率(%) 0.32

支給対象職員の比率(%)
21.4

（ 平成25年11月1日現在）

住　　居　　手　　当 一　部　異　な　る 持家　無支給　 持家　2,500円　

代表的な指定勤務手当の名称 臨戸徴収手当等

　キ．その他の手当

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同
差　　　異　　　の　　　内　　　容

通　　勤　　手　　当 一　部　異　な　る
2㌔以上5㌔未満　 2,000円
5㌔以上10㌔未満　4,100円

2㌔以上5㌔未満　 2,300円
5㌔以上8㌔未満　 4,100円
8㌔以上10㌔未満　4,500円

扶　　養　　手　　当 同　　　　　　　じ
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